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 家内労働法の対象

まず始めに､ この法律の対象となる ｢家内労働者｣、｢委託者｣、｢補助者｣ についてふれ
ておきましょう。

⑴ 家内労働者
通常､ 自宅を作業場として､ メーカーや問屋などの委託者から部品や原材料の提供を

受けて、一人で（もしくは家族とともに）､ 物品の製造や加工などを行い､ その労働に
対して工賃を受け取っている人のことです。

⑵ 補 助 者
家内労働者と一緒に住んでいる家族（親族）で､ 家内労働者の仕事を手伝っている人

のことです。

⑶ 委 託 者
メーカーや問屋などの業者で､ 部品や原材料などを直接､ 家内労働者に提供し､ 物品
の製造や加工などを委託している人のことです。

参考１ 家内労働者はやわかり
家内労働者 注文主は ? 仕事は ? 原材料は ? 収入は ? 作業者は ?

家内労働者

①製造・加工業、
販売業者、これ
らの請負業者
（複数も可）

②物品の製造及び
加工など

③注文主から
提供を受ける

④物品の加工賃
⑤自分自身と同居
の家族

家内労働者
には該当し
ません

⑥一般の家庭など
⑦セールス、運送、
宛て名書き

⑧自分で調達 ⑨製品の売上げ ⑩常に他人を雇用

参考２ 家内労働者の 3類型

専業的家内労働者 家内労働が世帯の本業であり、一人で又は家族と一緒に仕事をし、その収入で生計
を立てている人

内職的家内労働者 主たる生計維持者以外の家族（例えば、主婦（夫）など）で、世帯の本業とは別に、
家計の補助などのため家事の合間に家内労働を行う人

副業的家内労働者 他に本業を持ちながら、本業の合間に、一人で又は家族と一緒に家内労働を行う人
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  家内労働法のきまり（委託者のみなさんへ）

家内労働法は、委託者にいろいろな義務を定めています。主なものは次のとおりです。
ぜひ守っていただきたいと思います。

⑴ 『最低賃金』のきまりがあります
最低工賃額は、最低額の意味ですから、この額を下回る工賃での委託は無効となりま

す。したがって、委託者のみなさんは、この額より低いエ賃での委託をすることはでき
ません。もしそういう約束をしたとしても、最低工賃との差額を支払わなくてはなりま
せん。最低工賃額以上の工賃を支払わない場合は、罰金が科せられます。
東京都では、2016年 5月現在、3業種について、最低工賃が決められています。

（①東京都電気機械器具製造業最低工賃、②東京都婦人既製洋服製造業最低工賃、③東
京都革靴製造業最低工賃）

⑵ 工賃を支払うときに注意することは
家内労働者は、工賃で生計をたてています。そこで、工賃の支払いが遅れたり、全く

支払われなかったりすると、暮らしに困ってしまいます。こういうことのないように、
工賃については、現金で全額を支払うことや、納品から 1ケ月以内に支払うことなどが、
委託者のみなさんに義務づけられています。

現金で

納品から１ケ月以内に

全額一括して

製品や、小切手での支払いはできません。
ただし、家内労働者の同意があれば、次の２つは、さしつ

かえありません。
ア 郵便為替の交付
イ 銀行などの預金・貯金への振込み

納められた製品の検査が終わっていないからといって、支
払いを先にのばすことはできません。
また、現金払いの例外のときにも、やはり 1ケ月以内に、

家内労働者の手元に届いていなくてはなりません。

たとえば、家内労働者が、必要な機械などを委託者から買っ
たとしても、代金を工賃から差し引いて支払うことはできません。
また、不良品があって、工賃を減額する場合でも、一度全

額支払ってから改めてその額を請求するということになります。
※なお、製品の受け渡しや工賃の支払いは、原則として、家
内労働者の仕事場で行うように努めなければなりません。

家内労働者は、委託者の指
揮監督のもとで働くわけでは
ありません。労働時間や作業
方法などは、本人の責任で行
われ、しかも複数の委託者と
契約することもできます。こ
ういう面からは、「自営業者」
的であるといえます。
̶方、家内労働者は、委託
者から原材料を提供され、他
人を使わずに製造・加工など
の仕事をしています。
これは、仕事の報酬として
の工賃を得るためであり、経
済的には委託者に従属してい
ます。この面からは、「雇用
労働者」的であるといえます。
家内労働法は、このような
実情から、形式的には自営業
者として労働基準法の保護を
受けない家内労働者を、雇用
労働者に準じるものとして保
護しているのです。
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伝票式家内労働手帳（見本）

⑶ 家内労働手帳の交付が義務付けられています
委託者のみなさんが、家内労働者に仕事を頼むとき、材料を渡しますが、このとき、

もうひとつ忘れてはいけないのが、家内労働手帳です。
これは、後になって委託者と家内労働者の間でトラブルが起こるのを防ぐために、工

賃などの約束事について、前もって文書で明確にしておくものです。

⑷ 委託の打ち切りの予告について
家内労働者の中には、同じ仕事を長いこと続け、技能を持っている方がたくさんいま

す。こういう方たちは、急に仕事を打ち切られても、他の仕事に変わることはむずかし
く、生活に困ってしまいます。
そのようなことのないよう、継続して仕事を出している委託者が、やむを得ず委託を

打ち切らざるを得ないときは、その家内労働者が別の委託者を探すことができるよう、
十分な予告期間をとってください。

⑸ 労働基準監督署への届出が必要です
① 委託状況届

事業の種類、営業所の名称・所在地、委託している仕事の内容、家内労働者や補助
者などの数を、次のように届け出てください。
ア 初めて委託者になった方は、そのときすぐに
イ 毎年、４月１日現在の状況については、４月30日までに

② 家内労働死傷病届

家内労働者又は補助者の方が、仕事を原因とするけがや病気により、４日以上休業
したり、又は亡くなられた場合は、届出が必要です。

※必要なことが書いてあれば、い
つも使っている伝票でもかまい
ません。
また、課税のための文書では
ないので、印紙をはる必要もあ
りません。
東京都では、伝票式の家内労
働手帳を作成し、「家内労働相
談コーナー」で無料でお配りし
ています。ご利用ください。

これらの用紙は 2枚複写になっています。
2枚目を家内労働者の方に交付してください。
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 専業的家内労働者のみなさんへ

で述べたように、家内労働法は委託者にいろいろな義務を課しています。家内労働法
が守られるためには、家内労働者のみなさん自身が法の内容を知って、委託者に働きかけ
ることが大切です。
また、万一に備えて以下のような労災制度にもぜひ加入しましょう。

労災保険特別加入制度について
仕事が原因でケガや病気をしたときのために、国では、労災保険制度をもうけて保険

給付を行っています。これは本来、雇用労働者を対象としていますが、特に危険有害な
仕事をしている家内労働者も加入できます。

① 加入できるのは、例えば次のような方です。

ア プレス機械等を使って、金属・合成樹脂・皮などを加工している方
イ 有機溶剤、または、それを含んでいる物を使って、履物、鞄などを加工している方

② 加入の方法は？

家内労働者の場合は、個人ではなく団体を通じて加入することになります。すでに
労災保険関係の成立している「家内労働者の特別加入団体」に加入する方法がありま
す。

③ 補償給付の内容

家内労働者が、その作業により、ケガをしたり病気になったとき、以下のような給
付が受けられます。

ケガや病気がなおるまで、無料で治療が受けられます。
療養のため仕事ができず休業した場合、休業補償給付が受けられます。
ケガや病気がなおったあと障害が残ったときは、年金や一時金が支給されます。
死亡した場合は、遺族に対して、年金や一時金が支給されます。葬祭を行う人に対
して、葬祭料が支給されます。
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内職者も 参考 1 家内労働者はやわかりの要件を満たしていれば、家内労働者となり、
家内労働法が適用されます。

⑴ 内職を始めるときは
内職を始めたいという方は、ほとんどが、仕事はしたいけれど家事や育児で家をあけ

られないという方です。そこで、内職を始めるにあたって、まず、自分がどのくらいの
時間を仕事にあてられるか、考えましょう。それには、家族の理解を得ることも大事です。
次に、内職には、いろいろな仕事があり、主なものは、和裁・洋裁・縫製加工・組み

立て・文字入力などです。仕事によっては、危険・有害なものもあります。また、騒音
や悪臭、ゴミなどの出るものもあります。これらのことに注意し、自分のできる仕事を
選びましょう。ただし、「短時間で誰にでも簡単にできて、工賃の高い内職」というの
はありません。高い工賃をもらうには、根気よく続けて効率を良くし、かつ、技術を身
につけることです。
みなさんの製品を買ったり使ったりする人がいます。責任をもって仕事にとりくみま

しょう。

⑵ 内職グループをつくりませんか
内職は、一人でやるより、グループで行う方が、いろいろ便利です。

大量の仕事を引き受けることができ、業者の信頼を高め、条件の良い仕事ができるよ
うになります。
グループ全体で業者と話し合いをすることにより、工賃などの条件を少しずつでも良
くすることができます。
少し遠くても、業者が材料や製品を運んでくれるので、手間がはぶけます。
グループの方が、業者の技術講習などを受けやすくなります。また、仲間どうしで、
いろいろな情報の交換もできます。

⑶ インチキ内職の “落とし穴 ”に落ちないために
高収入すぎるのは要注意。簡単な仕事で高収入というのは、ないと考えてよいでしょ
う。「成功報酬」というのも、成功する保証がないので、気をつけましょう。
費用がかかるものは、よく考えましょう。
広告には甘い話ばかり書いてありませんか。
仕事の内容・工賃など、条件を最初にはっきりさせましょう。
家内労働者である内職者には、家内労働法が適用されます。
家内労働手帳をもらいましょう。

 内職的家内労働者のみなさんへ
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内職をしたい方、仕事を出したい委託者のご相談に応じます。
窓 口 所 在 地 電話番号

地域振興部 商工観光課 商工観光係 千代田区九段南1-2-1

福祉保健部 福祉センター 管理係 中央区明石町12-1

公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター
就労支援部就労支援課 総合相談

新宿区新宿7-3-29
新宿ここ・から広場 しごと棟１階

一般社団法人文京区勤労者共済会 文京区春日1-16-21
文京シビックセンター地下２階

文化産業観光部 産業振興課
伝統工芸・雇用担当

台東区東上野4-5-6
台東区役所9階

すみだ就職相談室
「就職支援コーナーすみだ」

墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所１階すみだ就職相談室

こうとう若者・女性しごとセンター 江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ９階

品川区就業センター 品川区西品川1-28-3
品川区立中小企業センター１階

健康福祉部 高齢福祉課
いきがい支援係 目黒区上目黒2-19-15

公益財団法人大田区産業振興協会
地域型産業推進課 経営サポート担当 内職相談

大田区南蒲田1-20-20
大田区産業プラザ３階

公益財団法人世田谷区産業振興公社
産業振興課 おしごと支援係

世田谷区太子堂2-16-7
世田谷産業プラザ２階

都市政策推進室 産業振興分野
経営支援担当

中野区中野4-8-1
中野区役所９階１５番窓口

産業振興センター 就労支援係 杉並区上荻1-2-1
インテグラルタワー２階

文化商工部 生活産業課 商工係 豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所７階

地域振興部 産業振興課
赤羽しごとコーナー

北区赤羽1-1-38
（赤羽エコー広場館内）

JOBコーナー町屋 荒川区荒川7-50-9
センターまちや３階

福祉部 管理課 庶務係 板橋区板橋2-66-1
本庁舎北館８階

産業経済部 経済課 中小企業振興係 練馬区豊玉北6-12-1

産業経済部 就労支援課 就労支援係 足立区中央本町1-17-1
足立区役所南館４階

しごと発見プラザかつしか テクノプラザかつしか１階
葛飾区青戸7-2-1

ほっとワークえどがわ 江戸川区中央1-4-1
江戸川区役所東棟１階

生活環境部 生活経済課 商工労政係 三鷹市野崎1-1-1
三鷹市役所第二庁舎２階

 

※内職相談については、原則として各区・市在住の方が対象になります。

内 職 相 談 窓 口

「インチキ内職」などのトラブルにまきこまれた時の相談窓口
東京都消費生活総合センター（飯田橋）TEL：03-3235-1155
新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ15～17 階 受付時間：午前 9 時から午後 5時（日・祝日・年末年始はお休みです。）

千代田区

中 央 区

新 宿 区

文 京 区

台 東 区

墨 田 区

江 東 区

品 川 区

目 黒 区

大 田 区

世田谷区

中 野 区

杉 並 区

豊 島 区

北 区

荒 川 区

板 橋 区

練 馬 区

足 立 区

葛 飾 区

江戸川区

三 鷹 市

03-5211-4185

03-3545-9311

03-3200-3311

03-5803-1108

03-5246-1152

03-5608-6298

03-5836-5160

03-5498-6353

03-5722-9719

03-3733-6109

03-3411-6604

03-3228-5518

03-5347-9187

03-4566-2742

03-3908-3244

03-3800-8710

03-3579-2352

03-5984-1483

03-3880-5469

03-5680-8765

03-5662-0359

0422-29-9615

❻



家内労働法についての監督や指導の相談窓口

東京都家内労働相談コーナー（東京都労働環境課浅草分室）
〒111-0032 台東区浅草5－70－11 川口ビル2階 TEL：03（3871）4555 FAX：03（3871）4550

東京労働局

中 央

上 野

三 田

品 川

大 田

渋 谷

新 宿

池 袋

王 子

足 立

向 島

亀 戸

江 戸 川

八 王 子

立 川

青 梅

三 鷹

町 田

千代田区九段南1－2－1
九段南第 3合同庁舎 13階 都内全域 地下鉄九段下０３（３５１２）１６１４

文京区後楽1－9－20
飯田橋合同庁舎 6・7階

千代田区、中央区、文京区、
伊豆諸島 ＪＲ飯田橋０３（５８０３）７３８１

台東区池之端1－2－22
上野合同庁舎 7階 台東区 ＪＲ上野０３（３８２８）６７１１

港区芝5－35－1
産業安全会館 3階 港区 ＪＲ田町０３（３４５２）５４７３

品川区上大崎3－13－26 品川区、目黒区 ＪＲ五反田０３（３４４３）５７４２

大田区蒲田5－40－3
月村ビル 8・9階 大田区 ＪＲ蒲田０３（３７３２）０１７４

渋谷区神南1－3－5
渋谷神南合同庁舎 渋谷区、世田谷区 ＪＲ渋谷０３（３７８０）６５２７

新宿区百人町4－4－1
新宿労働総合庁舎 4・5階 新宿区、中野区、杉並区 ＪＲ高田馬場０３（３３６１）３９４９

豊島区池袋4－30－20
豊島地方合同庁舎 1階 豊島区、板橋区、練馬区 ＪＲ池袋０３（３９７１）１２５７

北区赤羽2－8－5 北区 ＪＲ赤羽０３（３９０２）６００３

足立区千住旭町4－21
足立地方合同庁舎 4階 足立区、荒川区 ＪＲ北千住０３（３８８２）１１８８

墨田区錦糸1－2－1
アルカセントラル 6階 墨田区、葛飾区 ＪＲ錦糸町０３（５８１９）８７３０

江東区亀戸2－19－1
カメリアプラザ 8階 江東区 ＪＲ亀戸０３（３６３７）８１３０

江戸川区船堀2－4－11 江戸川区 都営新宿線
船堀０３（３６７５）２１２５

八王子市明神町3－8－10 八王子市、日野市、稲城市、
多摩市 京王線八王子０４２（６４２）５２９６

立川市緑町4－2
立川地方合同庁舎 3階

立川市、昭島市、府中市、
小金井市、小平市、東村山市、
国分寺市、国立市、
武蔵村山市、東大和市

ＪＲ立川０４２（５２３）４４７２

青梅市東青梅2－6－2 青梅市、福生市、あきる野市、
羽村市、西多摩郡 ＪＲ東青梅０４２８（２２）０２８５

武蔵野市御殿山1－1－3
クリスタルパークビル 3階

武蔵野市、三鷹市、調布市、
西東京市、狛江市、清瀬市、
東久留米市

ＪＲ吉祥寺０４２２（４８）１１６１

町田市森野2－28－14
町田地方合同庁舎 2階 町田市 小田急線町田０４２（７２４）６８８１

所 在 地名 称 電話番号 管 轄 区 域 最寄り駅

（委託状況届、家内労働死傷病届など、各種届出はこちらへ）

東京労働局・各労働基準監督署

家内労働者・委託者のための相談窓口

家内労働相談員が常駐し、工賃に関するトラブル、作業場の環境改善、あんしん共済、生活資金融資など、家内労
働全般についてのご相談をお受けしています。
また、製靴関係の仕事の情報を提供しています。仕事をお探しの専業的家内労働者の方は、どうぞご利用ください。
なお、東京都のホームページ「TOKYO はたらくネット  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/」などでも、
仕事の情報提供を行っています。

■東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
ＴＥＬ 03（5320）4654（ダイヤルイン） 
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